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移動用発電設備の取扱いと維持管理
行政情報

小　林　公　雄

発ి設備には，ిྗ会ࣾ等がిؾをڅڙするために設ஔした事業用発ి設備，工場・事業場などにध要
Ոが設ஔしたৗ用ຢは非ৗ用のࣗՈ用発ి設備，͋るいは仮設のిݯとして建設工事現場等でؒظ使用
される移動用発ి設備が͋る。
このうͪ，移動用発ి設備は建設工事現場の֎に，౦日本大ࡂにおいてはࡂ現場等の仮設ిݯとし

て使用されるなど，そのॏ要ੑはますます大きくなっている。
ここでは，この移動用発ి設備のऔѻいとҡ持・管理における関法ྩ等によるอ安੍ن及び੍نڥ

ฒびに施設上の留意点等の֓要についてհする。
キーワードɿి 使用マニュアル，ࢭ防ނ事ిײ，事業法，࿑安法，ެ共工事，安全対策ؾ

1．はじめに

移動用発ి設備のอ安੍نとして，ిؾ事業法上，
出ྗ 10 L8Ҏ上の発ి設備は事業用ిؾ工作とし
てのద用をडけることから，使用ऀで͋る建設業ऀ等
には，設備のอ安֬อを図るٛ務が՝せられる。また，
࿑働安全Ӵ生法においては，࿑働ࡂの一つで͋るి
なけれ͡ߨするため，事業ऀに対してࢭを防ނ事ؾ
ならない安全ાஔが定められている。
一方，੍نڥ，特に排出ガス੍نでは，ެ共工事
で使用する移動用発ి設備には，国土交通省が定めた
「排出ガス対策型建設機械指定੍度」による排出ガス
基準のద߹がٛ務けられている。
これらのอ安੍ن及び੍نڥの९कとともに，
実際に移動用発ి設備を使用する際には，使用マニュ
アルにे分留意し，運転することが必要で͋る。

2．移動用発電設備の保安規制

（1）電気事業法による保安規制
事業法上，出ྗؾి 10 L8Ҏ上の移動用発ి設備
を使用する建設業ऀ等には，「技術基準のద߹ҡ
持」，「อ安نఔの作成，ಧ出及び९क」及び「主技
術ऀの選及びಧ出」のٛ務が՝せられる。
（a）技術基準のద߹ҡ持
出ྗ 10 L8Ҏ上の移動用発ి設備を使用する建設
業ऀ等には，࢈ࡁܦ業省ྩで定める技術基準にద߹す

るよう設備をҡ持するٛ務が՝せられ，関する主な
技術基準の内容を表─ 1に示す。
（C）อ安نఔの作成，ಧ出及び९क
出ྗ 10 L8Ҏ上の移動用発ి設備を使用する建設
業ऀ等には，࢈ࡁܦ業省ྩで定めるとこΖにより，設
備のอ安を֬อするためอ安نఔを定め，設備の使用
の開࢝લに࢈ࡁܦ業大ਉにಧけ出ることがٛ務けら
れている。
移動用発ి設備のҡ持管理は，このอ安نఔのதで
定められた基準，نଇ等に基ͮき行うことになる。
（c）主技術ऀの選及びಧ出
出ྗ 10 L8Ҏ上の移動用発ి設備を使用する建設
業ऀ等には，࢈ࡁܦ業省ྩで定めるとこΖにより，設
備のอ安の監ಜをさせるため主技術ऀを選し，ܦ
業大ਉにಧけ出ることがٛ務けられている。選࢈ࡁ
された主技術ऀは，อ安نఔに基ͮき設備のอ安
について，監ಜऀとしての業務を行うことになる。
なお，移動用発ి設備を使用する際に選する主
技術ऀは，ిؾ主技術ऀで͋る。
ᶃిؾ主技術ऀの選方法
建設工事現場等におけるిؾ主技術ऀの選は，
主に࣍の方法で行われる。
ア　༗資格ऀを選する方法
ࣗࣾ（建設業ऀ等）のै業員のதから，ిؾ主技
術ऀ໔ঢ়の交をडけているऀ（༗資格ऀ）を選す
る。
イ　༗資格ऀҎ֎のऀを選する方法

特集＞＞＞　安全対策・労働災害防止
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දᴷ �　ओͳٕज़ج४ͷ༰

事　　項 内　　　　　　容
計ଌ装ஔ（˞ 1） 内೩機関には，設備の損ইを防ࢭするため，運転ঢ়ଶ（ճ転度，ྫྷ٫水温度，५油圧ྗ及び५

油温度）を計ଌする装ஔを設けること。
非ৗఀࢭ装ஔ（˞ 1） 内೩機関には，運転தのաճ転及びྫྷ٫水温度上ঢ・ࢭఀڅڙ等が発生した場߹に，೩料のྲྀ入をः

அする装ஔを設けること。
発ి機อޢ装ஔ（˞ 3） 発ి機には，աిྲྀ等が生͡た場߹，発ి機をి路からࣗ動的にःஅする装ஔを設けること。
ઈԑੑ能（˞ 2） 。は，下表のҎ上で͋ること߅使用場ॴにおけるઈԑؾి

地工事の種ྨ及び地
方法（˞ 3）

地工事の種ྨにはA種，B種，C種，D種が͋り，圧用の C種，D種の地߅は，下表の
Ҏ下で͋ること。

なお，ి路に動作ؒ࣌ 0.5 ඵҎ内の࿙ిःஅ装ஔを施設するときは 500 ЊҎ下。
ৗ࣌監視をしない
発ిॴの施設
（˞ 3）

ৗ࣌監視をしない発ిॴのうͪ，工事現場等に施設する移動用発ి設備（՟ࣗ動ं等に設ஔされる
ものຢは՟ࣗ動ं等で移設して使用することを的とする発ి設備をいう。）で͋って，ਵ࣌८ճ
方式により施設するものは，࣍の各号によること。
一　発ి機及びݪ動機ฒびにෟଐ装ஔを 1のᝒ体にऩめたもので͋ること。
ೋ　ݪ動機は，ディーθル機関で͋ること。
発ి設備の定格出ྗは，880　ࡾ L8Ҏ下で͋ること。
。発ి設備の発ిి圧は，圧で͋ること　࢛
。装ஔを施設することݶ動機及び発ి機には，ࣗ動出ྗௐ整装ஔຢは出ྗ੍ݪ　ޒ
　一般ిؾ事業ऀが運用するిྗܥ౷とిؾ的にଓしないこと。
ࣣ　औѻऀҎ֎のऀが容қに৮れられないように施設すること。
ീ　ݪ動機の೩料を発ి設備の֎෦から連ଓڅڙしないように施設すること。
。する装ஔを施設することࢭ動機をࣗ動的にఀݪ，に掲͛る場߹に࣍　
　イ　ݪ動機੍御用油圧，ిిݯ圧がஶしく下した場߹
　ロ　ݪ動機のճ転度がஶしく上ঢした場߹
　ハ　定格出ྗが 500L8Ҏ上のݪ動機にଓする発ి機の࣠डの温度がஶしく上ঢした場߹（発ి

機の࣠डが転がり࣠डで͋る場߹を除く。）
　ニ　ݪ動機のྫྷ٫水の温度がஶしく上ঢした場߹
　ホ　ݪ動機の५油の圧ྗがஶしく下した場߹
　　発ి設備にՐࡂが生͡た場߹
。に掲͛る場߹に，発ి機をి路からࣗ動的にःஅする装ஔを施設すること࣍　े
　イ　発ి機にաిྲྀが発生した場߹
　ロ　発ి機をෳฒྻして運転するときは，ݪ動機がఀࢭした場߹

˞ 1発ి用Րྗ設備に関する技術基準の解ऍによる。
˞ 。設備に関する技術基準によるؾ2ి
˞ 。設備に関する技術基準の解ऍによるؾ3ి

ɽ上表ࠨ欄の「ৗ࣌監視をしない発ిॴの施設」について
「する必要の͋る発ిॴݟに発ظҟৗをૣ」設備に関する技術基準では，「ҟৗのঢ়ଶにԠ͡た੍御が必要となる発ిॴ」やؾి　
は，技術員（発ిॴの運転に必要なࣝ及び技能を༗するऀ）に発ిॴの運転ঢ়ଶをৗ࣌監視することをٛ務ͮけている。
事業法上，「発ిॴ」としてऔѻわれる移動用発ి設備のうͪ，工事現場等で使用されるものに対するこの技術基準のద用ؾి　
について，上表ӈ欄の一ʙेの各号の要݅をຬたすことにより，ৗ࣌監視をしない発ిॴとして，ਵ࣌८ճ方式（技術員がద当な
ؒ隔で発ిॴを८ճし，運転ঢ়ଶを監視する。）による施設（運転）がೝめられている。

ి路の使用ి圧の۠分 ߅

300 V Ҏ下
対地ి圧が 150 V Ҏ下の場߹ 0.1 .Њ
そのଞの場߹ 0.2 .Њ

300 V を͑るもの 0.4 .Њ

種ྨ 工作ؾి ߅
̘種 300 V を͑る圧用の機械ث具のమ及びۚଐ֎ശ等 10Њ
̙種 300 V Ҏ下の圧用機械ث具のۚଐ֎ശ等 100Њ
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ࣗࣾ（建設業ऀ等）のै業員のதに༗資格ऀがいな
い場߹，࢈ࡁܦ業大ਉのڐ可をडけ，༗資格ऀҎ֎の
ऀ（ࣗࣾのै業員）を選する。
この場߹，ڐ可の要݅として，対となる発ి設備
は出ྗ 500 L8ະຬのもので，かつ，ڐ可をडけよう
とするऀの݅（学歴，実務ݧܦ等）も定められてい
る。
લ記アຢはイによるిؾ主技術ऀの選は，建設
工事現場等で移動用発ి設備を実際に使用する建設業
ऀ等にٛ務けられており，たと͑ݩ会ࣾがෛ・
監ಜする建設工事現場等でも，下会ࣾが発ి設備を
使用する場߹は下会ࣾが行う。
ᶄిؾ主技術ऀを選する場ॴ
建ங等に設ஔされる定ஔܗの発ి設備とはҟな
り，移動用発ి設備は様ʑな建設工事現場等で，かつ，
ؒظ使用されるケースが΄とΜどで͋る。このよう
なことから，࢈ࡁܦ業省通ୡ「移動用ిؾ工作のऔ
ѻいについて」により，移動用発ి設備に関するిؾ
主技術ऀの選は，「使用する場ॴຢはこれを
౷ׅする事業場」に選することとされている。
ア　発ి設備を使用する場ॴ（建設工事現場等）に選

図─ 1に示すとおり，発ి設備を使用する場ॴ（建

設工事現場等）に，ిؾ主技術ऀを選する。
イ　発ి設備を使用する場ॴ（建設工事現場等）を
౷ׅする事業場に選
図─ 2に示すとおり，発ి設備を使用する場ॴ（建

設工事現場等）を౷ׅする事業場（本支ࣾ，Ӧ業
ॴ等）に，ిؾ主技術ऀを選する。
（E）อ安نఔ及び主技術ऀの選等のಧ出ઌ
อ安نఔ及び主技術ऀの選等のಧ出は，࢈ࡁܦ
業大ਉからಧ出等にるݶݖがҕされたॴのࡁܦ
。業อ安監ಜ෦に行う࢈業省࢈
なお，࢈業อ安監ಜ෦は全国 10 かॴにஔかれ，そ
の名শ，ॴࡏ地及び管۠Ҭを表─ 2に示す。

（2）労働安全衛生法による保安規制
࿑働安全Ӵ生法は，৬場における࿑働ऀの安全と
することを的とし，これࢭを防ࡂをकり，࿑働ڥ
をୡ成するために様ʑな࿑働ࡂを防ࢭするอ安੍ن
を設けている。
ここでは，発ి設備に関するిؾ事ނ防ࢭのอ安
。についてհする੍ن

ਤᴷ �　ൃి設උΛ༻͢Δॴʢ建設工ݱࣄʣΛ౷ׅ͢Δۀࣄʹબ

ਤᴷ �　ൃి設උΛ༻͢Δॴʢ建設工ݱࣄʣʹબ
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（a）事業ऀ及び࿑働ऀのٛ務
࿑働安全Ӵ生法は，࿑働ࡂの防ࢭાஔの一つとし
て「ిؾ，そのଞのエネルΪーによるݥة」を防ࢭ
するため，事業ऀに対して必要なાஔを͡ߨることを
ٛ務けている。
このن定に基ͮき定められた࿑働安全Ӵ生نଇにお
いて，ిؾによるݥةを防ࢭするために事業ऀが͡ߨ
なけれならない具体的ાஔが定められ，࿑働ऀに対
してもこのાஔの९कをٛ務けている。
（C）ిؾによるݥةを防ࢭするためのાஔ
࿑働安全Ӵ生نଇにより，ిؾによるݥةを防ࢭす
るために事業ऀが͡ߨなけれならないાஔで，発ి
設備に関するものを表─ 3に示す。

3．移動用発電設備の環境規制

移動用発ి設備の੍نڥとして，ここでは排出ガ
ス੍نについてհする。

（1）  大気汚染物質の発生源に応じた発電設備の排
出ガス規制

大ؾԚછ࣭を発生する施設には，Ԛછ࣭の発生
Ґஔがݻ定しているもの（ݻ定発生ݯ）とࣗ動ंຢは
ࣗ動ंにより発生Ґஔが移動するもの（移動発生ݯ）
とが͋る。
発ి設備に対する排出ガス੍نも，この発生ݻ）ݯ
定発生ݯຢは移動発生ݯ）のҧいにより表─ 4に示

දᴷ Ҭ۠ͼٴࡏอ҆ಜ෦ͷ໊শɼॴۀ࢈　�

名　　শ ॴࡏ地 管۠Ҭ
ւ道࢈業อ安監ಜ෦ ւ道ࡳຈࢢ ւ道ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
関౦౦࢈業อ安監ಜ෦౦支෦ ࢢઋݝٶ ౦ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
関౦౦࢈業อ安監ಜ෦ ࢢٶ大ݝۄ࡛ ౦᷂ྗిژのిྗ۠څڙҬ
த෦近࢈ـ業อ安監ಜ෦ Ѫݝ名ݹࢢ த෦ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
த෦近࢈ـ業อ安監ಜ෦࢈業อ安監ಜॺ ݝࢁࢢࢁ ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
த෦近࢈ـ業อ安監ಜ෦近ـ支෦ 大ࡕ大ࢢࡕ 関ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
த国࢛国࢈業อ安監ಜ෦ ࢢౡݝౡ த国ిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
த国࢛国࢈業อ安監ಜ෦࢛国支෦ ߳ߴݝদࢢ Ҭ۠څڙ国ిྗ᷂のిྗ࢛
भ࢈業อ安監ಜ෦ ԬݝԬࢢ भిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ
ಹ࢈業อ安監ಜ事務ॴ ԭೄݝಹࢢ ԭೄిྗ᷂のిྗ۠څڙҬ

දᴷ ΔͨΊͷાஔ͢ࢭΛݥةΑΔʹؾి　�

ા　ஔ 内　　　　　容
具のғい等ث機械ؾి 。のғいຢはઈԑ෴いを設けることࢭ防ిײ，が͋るものはݥةのిײ具のॆి෦分でث機械ؾి
࿙ిによるిײの防ࢭ 移動・可ൖ式のి動機械ث具で，対地ి圧が 150 V を͑るものຢは࣪५している場ॴやಋిੑ

のߴい場ॴで使用されるものは，ి路に࿙ిःஅ装ஔをଓすること。これがࠔなときは，
地して使用すること。

具の操作෦分のث機械ؾి
র度

するため，操作෦分について必要なর度をอ持ࢭ等を防ݥةのిײ，具の操作の際にث機械ؾి
すること。

ઢ等のઈԑඃ෴ ઈԑඃ෴を༗するઢ・移動ిઢは，ઈԑඃ෴の損ই，化によるిײのݥةを防ࢭするાஔを
。ること͡ߨ

移動ిઢ等のඃ෴ຢは֎装 ಋిੑのߴい࣪५している場ॴで使用する移動ిઢ等は，ಋిੑのߴいӷ体に対してઈԑ効ྗを
༗するもので͋ること。

仮設のઢ等 仮設のઢ・移動ిઢは，ݪଇとして通路面で使用しないこと。
工作の建設等の作業を行う
場߹のిײの防ࢭ

事業ऀは，࿑働ऀが作業தຢは通行の際に，ॆిి路に体等が৮すること等によりిײのة
。ること͡ߨのいͣれかのાஔを࣍，が生ͣるおそれの͋るときはݥ
・当֘ॆిి路を移設すること。
。するためのғいを設けることࢭを防ݥةのిײ・
・当֘ॆిి路にઈԑ用防具を装ணすること。
・上記のાஔがࠔなときは，監視ਓをஔき，作業を監視させること。

具等の使用લ点検ث機械ؾి
等

લに点検し，ҟৗをೝめるときはͪにิमし，ຢ࢝具等を使用するときは，使用開ث機械ؾి
はऔりସ͑ること。
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すものとなる。

（2）  排出ガス対策型建設機械指定制度による移動
用発電設備の排出ガス規制

国土交通省では，平成 3年度より排出ガス基準を
ຬたした建設機械（移動用発ి設備をؚΉ。）を「排
出ガス対策型建設機械」として指定する੍度を設け，
平成 8年度からは工事における使用のݪଇ化を
図っている。
現ࡏ，この指定੍度による排出ガス੍نは，国土交
通省の工事Ҏ֎にも΄΅全ての国及び地方࣏ࣗ体
のެ共工事において使用される建設機械にもద用さ
れ，現ࡏの第 排出ガス基準をຬたす移動用発ి࣍3
設備（ݪ動機が 8 L8Ҏ上 560 L8ະຬのもの）には，
図─ 3に示す表示ラベルがషされる。

4．移動用発電設備の使用上の留意点

移動用発ి設備を建設工事現場等で使用する場߹，
運転લと運転場ॴにおいて࣍の事項について留意する
必要が͋る。

（1）運転前の留意事項
ᶃྫྷ٫水の点検
ラジエータの水量を֬ೝする。
ᶄ೩料の点検
೩料タンクに運転ܧଓに必要な೩料が入っているか
を֬ೝする。
ᶅόッテリの点検
όッテリのӷ量がن定のൣғ内で͋るか，όッテリ

ターϛφルが֬実にଓされているかを֬ೝする。
ᶆエンジンオイルのレベル点検
油面がオイルレベルήʵジの 'VMM ઢの近くまでࠁ
͋るかを֬ೝする。
ᶇそのଞ
・発ి機ःஅثが「O''」になっているかを֬ೝ
する。
・ファンベルトのுり，ిܥؾ౷の݁ઢΏるみ，அ
ઢの点検，ྫྷ٫水࿙れ，エンジンオイル࿙れ，Ϙ
ルト・φット等のΏるみがないかを֬ೝする。

（2）運転場所での留意事項
ᶃ࣪ؾ
Ӎத，࣪った場ॴຢはೞれた場ॴなどで使用する際
は，特にిײのݥةに意し，発ి設備本体及びෛՙ
ଆの֎ശ地をれͣに行うこと。
ᶄ設ஔ場ॴ
地盤がԜತしていたり，軟弱で͋る場ॴで使用する
ときは，動いたり，いたりしないよう水平に設ஔし
て使用すること。
ᶅؾ
排ガスதには༗࣭がؚまれているので，トンネ
ルや内での使用には，े分ؾを行い，また，路上
などで使用する際は，排ガスがਓՈなどに入らないよ
う意すること。
ᶆిؾ機ثのケーブル
ケーブルの損ইはిײや࿙ిのݪҼとなるので，す
͙にम理または交すること。
ᶇաෛՙでの使用
աෛՙで使用すると発ి設備にऔりけて͋るःஅ
߹が働いた場ثが働くため，ःஅ（用ޢաෛՙอ）ث
はෛՙを減͡てから使うこと。
ᶈ出ྗࢠ
運転தはઈ対に出ྗࢠには৮れないこと。݁ઢ等
で৮れるときには必ͣ運転をఀࢭしてから行うこと。
ᶉӍのதのอ管，ൖ送
一般に発ి設備は防ణߏでは͋るが防Ӎߏでは
ないため，อ管や輸送のときはΧόー等をしてӍのか
からないようにすること。
ᶊ機械のચড়
操作盤，ٵ排ؾ口等に水がかかると内෦機ثのނো
のݪҼとなるため，水がかからないようにすること。
ᶋՐؾ
೩料，エンジンオイル，ෆౚӷ（ݪӷ）は引Րੑが
いのでऔりѻいにはे分意し，タόコ，マッνなڧ
どのՐを近ͮけないこと。また，Րؾを使用する近く

දᴷ �　େؾԚછ࣭ͷൃੜݯʹԠͨ͡ൃి設උͷഉग़Ψε੍ن

発生ݯ 発ి設備 排出ガス੍ن
ݯ定発生ݻ 定ஔܗ発ి設備（˞） 大ؾԚછ防ࢭ法

移動発生ݯ 移動用発ి設備
排出ガス対策型建設機械
指定੍度

˞Ϗル，工場及び事業場等に設ஔされる定ஔܗの発ి設備

ਤᴷ �　දࣔϥϕϧ
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には設ஔ，อ管しないこと。
ᶌଓ
ଓネジのకめけがෆे分だとిײのݪҼともな
るので֬実にకめけること。

5．発電設備，電動機器の安全対策等

発ి設備等はઈԑߏになっているが，使用ڥ（Ӎ
த，࣪った場ॴ等）や機ࣗث体のઈԑෆྑ等により࿙
ిし，ిײ事ނをটくことが͋る。
そのため，発ి設備には࿙ిःஅ装ஔのऔけと
地工事の施工がٛ務けられている。また，使用ケー
ブルの選定についてもे分考ྀする必要が͋る。

（1）漏電遮断装置の取付け
ᶃ࿙ిःஅ装ஔの役ׂ
ث機械ؾこしているిىの多くは，࿙ిをނ事ిײ
具からిྲྀがਓ体を通って地面にྲྀれることによりى
こる。
࿙ిःஅ装ஔはこの࿙ిを検して 0.1 ඵҎ内にి
するもので，࿙ిࢭをະવに防ނ事ిײ，をःஅしݯ
ిྲྀに対して 30 mAで作動するものが標準とされて
いる。
ᶄ機能地ࢠのଓ
࿙ిःஅ装ஔをਖ਼ৗに作動させるには，機能地
アースઢをଓし，（ࢠ࿙ిリレー用地）ࢠ
地を施さなけれならない。

ਤᴷ �　ͷྫʢ建設ڀݚؾిࣾޒձʮҠಈ༻ൃి設උʹؔ͢ΔབྷอࢦޢʯʹΑΔɻʣ
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（2）接地工事の施工
ᶃ地の役ׂ
通ৗ，発ి設備及びిؾ機械ث具等のઈԑがਖ਼ৗで
͋れ，これらの֎ֲ（ਓが৮れるۚଐ෦）にి圧は
Ճわらないが，ઈԑのྼ化やרઢのম損等が͋れ֎
ശに࿙ిしてి圧が発生する。大地に立っているਓが
この࿙ి෦分に৮れると，ిྲྀがਓ体を通り大地にྲྀ
れిײ事ނがىこる。
そこで，֎ֲと大地とのؒをిؾ߅のখさいిઢ
でଓ，すなわͪ，地することによりిྲྀは大
地にྲྀれి圧がくなるので，ిؾ߅の大きいਓ体
ଆిྲྀはྲྀれͣ安全が֬อされる。
ᶄ地の方法
ア　発ి設備ଆ
発ి設備の出ྗࢠ近に設けられている֎ശ
地ࢠにアースઢをଓし，アースを地தにຒめる。
発ి設備によっては，֎ശ地と機能地を共用す
るものも͋り，図─ 4に地の例を示す。
イ　ෛՙଆ
発ి設備にଓするෛՙଆのిؾ機械ث具も地す
る。
ᶅ地工事の種ྨ　
表─ 1の「ిؾ設備に関する技術基準」で示すよ
うに，使用ి圧が 300 V Ҏ下の発ి設備の֎ശには
D 種地工事（地߅は 100 ЊҎ下）を，300 V
を͑る場߹には C種地工事（地߅は 10 Њ
Ҏ下）を施さなけれならない。ただし，発ి設備に
動作ؒ࣌ 0.5 ඵҎ内の࿙ిःஅ装ஔがऔりけられて
いるものは，地߅を 500 ЊҎ下にすることがで
きる。
また，機能地における߅については，おおΉ
Ͷ 100 ЊҎ下とする。

（3）使用ケーブルの選定
使用するケーブルは，ケーブルのڐ容ిྲྀと発ి設
備とෛՙଆのి動機械ث具までのڑをे分考ྀして
選定する必要が͋る。
ᶃڐ容ిྲྀ
発ి設備とෛՙଆ（ిؾ機械ث具）をଓするケー
ブルは，そのଠさによってྲྀすことができるిྲྀのݶ
度がܾめられている。
このݶ度をڐ容ిྲྀといい，ిؾ機械ث具にྲྀれる

ిྲྀがଓされたケーブルのڐ容ൣғを͑ると，ա
によりケーブルがম損することにもなるので，ڐ容
ిྲྀを͑ないଠさのケーブルを選定しなけれなら
ない。
ᶄి圧߱下
発ి設備とෛՙଆ（ిؾ機械ث具）をଓするケー
ブルがくなると，ケーブルࣗ体のిؾ߅によりి
圧߱下を引きىこし，ෛՙଆの出ྗが下してి動機
械ث具がਖ਼ৗに動作しないことが͋る。このような場
߹は発ి設備をෛՙଆの近くに移動し，ケーブルを
くするなどのྀが必要となる。
ి圧߱下が 5ˋҎ内から 7ˋҎ内になるように，ケー
ブルのさとଠさを選定する必要が͋る。

6．おわりに

建設工事現場等でిݯが必要な場߹，仮設ిݯとし
て移動用発ి設備が使用されるケースが非ৗに多い。
建設工事業ऀのதには，工事に使用するి動機械
具のऔѻい等に関してはे分なࣝを༗しているث
が，これらの動ྗݯとしてిؾをڅڙする発ి設備，
特にిؾに関する設備のऔѻいやҡ持管理上のنଇ
等については，必ͣしもे分なࣝを持ͪ߹わせてい
るとはݶらないと思われる。
このような問題意ࣝから，ࠓճ，移動用発ి設備に
対する法ྩ等によるอ安੍نڥ，੍نとともに施設
上の留意点及びऔѻ上の安全対策等について֓要を
հした。
建設工事業ऀの方が，移動用発ి設備を使用する際
の安全管理，事ނ防ࢭ等を図る上での参考として，お
ಡみいただけれいで͋る。
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